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今年もインフルエンザの季節がやってきました。 
今年は、「持ち込まない」「広げない」対策を強化し、 

院内感染ゼロを実施します！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出入り口、病棟、エレベー

ター等に掲示中 

今年の厚労省のポスター

外来等に掲示中 

症状など入院時に

チェック中 

インフルエンザマニュアル改訂 
3水協－全体-308 

 
・治療は外来治療を原則とする。 

・入院患者から一人でも発症した場合は、アウト

ブレイクとしてマニュアルに準じて対応する。 

・職員が罹患した（または疑い）場合は、医療機

関を受診して診断を受ける。（出勤前に症状が

ある場合は、患者に接する前に） 

・職員・家族の罹患は、職場長を通じて感染防

止対策室へ報告 

・就業制限は「解熱した後２日を経過するまで」 

林道倫精神科神経科病院では、この対策を強化する

ことで、２年間院内感染ゼロを達成しています。 

※職員も！！ 


